
令和８年度かがわ県民防災意識向上プロジェクト事業実施業務プロポーザル方式選定委員会  

審査基準 
 

 「令和８年度かがわ県民防災意識向上プロジェクト事業実施業務」の委託先を、公平かつ公正

に選定することを目的として、次のとおり審査基準を定める。 

 

１ 審査方法 

  審査は、提出された企画提案書等及びプレゼンテーションの内容を参考に、令和８年度かがわ

県民防災意識向上プロジェクト事業実施業務プロポーザル方式選定委員会の各委員が下記の各

項目について５段階で評価し、各委員の評価点数の合計を各企画提案者の得点とする。 

 

[評価項目・配点] 

評価項目 配点 

① 実施主体に関する評価 

 ア 業務を適切に遂行するノウハウを有し、業務実施に必要な人員・組織体制が確保

されているか。 
15 

 イ 過去５年程度に同種の業務実施実績があるか。 5 

② 業務内容に関する評価 

 ア 実施スケジュール、実施内容、実施体制について、具体性、実現可能性、効率性

のある提案であるか。 
10 

  イ かがわ防災協力認証店への取材及び防災に関する紹介記事概要、普及啓発用のチ

ラシ、本事業の普及啓発の実施方法について、工夫のある提案がなされているか。 
10 

 ウ ＬＩＮＥ公式アカウント又はＬＩＮＥのショップカード機能を活用した防災の普

及啓発方法の検討の考え方について、工夫のある提案がなされているか。 
20 

エ 50 ポイント獲得を２回達成した者への特典内容について、事業の目的や対象者の

特性を踏まえ、防災意識の向上や参加意欲の促進につながる魅力的かつ適切な提案

となっているか。 

20 

③ 業務実施に係る経費 

提案内容に対して、適当な見積額となっているか。 20 

 計 100 

 

[評価の目安] 

評価項目 配点 
評価の目安 

大変優れている 優れている 普通 やや劣っている 劣っている 

①  
ア 15 15 12 ９ ６ ３ 

イ ５ ５ ４ ３ ２ １ 

② 

ア 10 10 ８ ６ ４ ２ 

イ 10 10 ８ ６ ４ ２ 

ウ 20 20 16 12 ８ ４ 

エ 20 20 16 12 ８ ４ 

③ 20 20 16 12 ８ ４ 

 

２ 候補者の決定  

（１）最低基準点は 180点（100点×60％×委員数３人）とする。 

（２）得点が最低基準点を満たした企画提案者のうち、最も得点の高い１者を契約の候補者とし

て選定する。 

（３）最も得点の高い企画提案者が複数いる場合は、提出した見積書の金額が最も少額である者

を候補者として選定する。最も得点の高い企画提案者の見積額が同額の場合は、委員の協議

によって候補者を選定する。 

（４）最低基準点を満たす企画提案者がないときは、候補者なしとする。 


